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今年も出前授業と
　　施設見学会を行いました
　　　（大潟小学校４年生）

施設見学会の様子
（Ｆ２取水口、防潮水門、南部排水機場）



染
が
拡
大
し
て
い
る
中
、
前
回
の
通
常

総
代
会
は
感
染
拡
散
防
止
の
た
め
行
政

か
ら
の
要
請
も
あ
っ
た
こ
と
か
ら
特
例

と
し
て
書
面
議
決
を
採
り
入
れ
た
異
例

の
総
代
会
で
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
の
度
の
総
代
会
は
未
だ
コ
ロ
ナ
禍

が
収
束
し
て
い
な
い
中
で
の
開
催
で
あ

り
ま
す
が
、
本
日
の
議
案
に
も
あ
り
ま

す
よ
う
に
、
今
後
、
異
常
事
態
下
で
も

総
代
会
が
成
立
す
る
よ
う
正
式
に
書
面

議
決
を
採
用
す
る
旨
の
規
定
改
正
が
あ

り
ま
す
。
重
要
議
案
で
あ
り
ま
す
の
で

ご
審
議
の
程
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
あ

げ
ま
す
。

　

さ
て
、
今
年
は
積
雪
の
無
い
年
を
迎

え
、
県
内
の
一
部
山
間
地
域
で
は
春
先

の
水
不
足
が
懸
念
さ
れ
ま
し
た
が
、
四

月
以
降
は
一
転
し
て
雨
模
様
と
な
り
春

作
業
の
遅
れ
が
目
立
ち
ま
し
た
。
六
月

に
入
り
天
気
は
や
や
持
ち
直
し
た
も
の

の
下
旬
以
降
は
雨
や
曇
り
の
日
が
多

く
、
梅
雨
明
け
発
表
の
な
い
ま
ま
に
夏

を
迎
え
、
小
麦
や
タ
マ
ネ
ギ
の
収
穫
に

影
響
が
あ
り
ま
し
た
。
小
麦
の
収
量
は

前
年
比
遜
色
な
い
も
の
の
長
雨
に
よ
る

倒
伏
の
た
め
品
質
は
二
ラ
ン
ク
下
が
っ

た
模
様
で
す
。
一
方
タ
マ
ネ
ギ
に
つ
い

て
は
収
穫
は
遅
延
し
ま
し
た
が
、数
量
、

品
質
と
も
昨
年
を
大
幅
に
上
回
る
成
果

を
得
た
模
様
で
あ
り
ま
す
。
農
家
の
栽

培
技
術
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
畑
作
物

は
天
候
に
左
右
さ
れ
る
事
が
多
い
作
物

で
あ
り
ま
す
。
気
象
条
件
の
変
化
等
に

よ
る
低
単
收
要
因
を
克
服
す
る
た
め
に

は
や
は
り
土
壌
条
件
の
改
善
が
必
要
と

な
っ
て
き
ま
す
。

　

令
和
元
年
度
の
農
地
耕
作
条
件
改
善

事
業
に
よ
る
当
土
地
改
良
区
の
暗
渠
事

業
の
実
施
面
積
は
凡
そ
三
百
九
十
二

ha
、金
額
で
五
億
円
、区
画
拡
大
は
九
〇

ha
、
金
額
で
四
千
二
百
万
円
ほ
ど
で
し

た
。
農
地
の
大
区
画
化
・
汎
用
化
等
の

基
盤
整
備
は
我
が
国
農
業
の
競
争
力
を

強
化
し
持
続
的
な
発
展
に
必
要
な
農
村

振
興
政
策
の
一
つ
で
あ
り
ま
す
。
令
和

二
年
度
も
皆
様
か
ら
の
要
望
に
応
じ
、

十
億
二
千
百
万
円
の
予
算
を
組
ん
で
お

り
ま
す
の
で
年
度
内
で
の
着
実
な
事
業

完
工
を
宜
し
く
お
願
い
申
し
あ
げ
ま

す
。
次
年
度
も
引
き
続
き
本
件
事
業
を

推
進
致
し
ま
す
の
で
組
合
員
の
皆
様
方

の
ご
参
加
を
お
願
い
申
し
あ
げ
ま
す
。

　

ま
た
、
平
成
二
十
九
年
度
こ
の
事
業

を
利
用
し
水
質
改
善
と
省
力
化
の
実
証

実
験
の
た
め
に
Ｇ
Ｎ
Ｓ
Ｓ
基
準
局
と
田

植
え
機
等
の
自
動
操
舵
シ
ス
テ
ム
を
取

得
し
、
八
台
の
自
動
操
舵
田
植
え
機
が

稼
働
し
て
お
り
ま
す
が
、
今
後
、
組
合

員
の
更
な
る
利
用
増
加
に
繋
が
る
よ

う
、
大
潟
村
に
対
し
、
ス
マ
ー
ト
農
業

導
入
支
援
の
要
請
を
行
っ
て
い
る
所
で

あ
り
ま
す
。

　

次
に
、
国
営
土
地
改
良
事
業
「
八
郎

潟
地
区
」
に
つ
い
て
で
す
が
、
本
省
に

よ
る
技
術
検
討
委
員
会
の
事
前
評
価
や

事
業
計
画
書
の
事
前
審
査
が
実
施
さ

れ
、
財
務
省
か
ら
の
予
算
概
算
決
定
は

十
二
月
二
十
日
頃
と
な
る
予
定
で
す
の

で
組
合
員
の
皆
様
方
へ
の
説
明
会
は
一

月
頃
か
ら
順
次
開
催
し
、
ご
理
解
を
得

な
が
ら
事
業
推
進
に
取
り
組
む
所
存
で

あ
り
ま
す
。

　

本
件
事
業
に
つ
い
て
の
同
意
徴
収
は

予
算
が
国
会
審
議
通
過
後
の
事
と
な
り

ま
す
の
で
、
令
和
三
年
四
月
か
ら
の
予

定
で
す
。
春
の
農
作
業
時
期
と
重
な
り

大
変
ご
迷
惑
を
お
か
け
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
が
ご
協
力
の
程
、
宜
し
く
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

　

も
う
す
ぐ
秋
の
収
穫
期
を
迎
え
ま
す

が
、
台
風
な
ど
の
自
然
災
害
や
作
業
事

故
等
が
無
く
、
今
年
も
豊
作
で
あ
り
ま

す
よ
う
祈
念
い
た
し
ま
し
て
挨
拶
に
代

え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

本
日
は
、ご
出
席
い
た
だ
き
ま
し
て
、

誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

総
代
の
皆
様
方
に
は
、
収
穫
前
の
何

か
と
お
忙
し
い
と
こ
ろ
、
第
一
一
六
回

臨
時
総
代
会
に
ご
出
席
い
た
だ
き
誠
に

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

ま
た
、
髙
橋
村
長
に
は
公
務
ご
多
忙

な
中
ご
臨
席
賜
り
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。

　

令
和
二
年
早
々
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
が
報
道
さ
れ
、
世
界
中
に
感

今
野
理
事
長
　
挨
拶

臨
時
総
代
会

第116回
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ン
化
で
水
路
か
ら
の
越
水
や
漏
水
、
水

が
来
な
い
と
い
う
こ
と
も
減
り
ま
す

し
、
畑
作
化
す
る
に
は
大
変
便
利
に
な

り
ま
す
の
で
、
高
収
益
作
物
の
栽
培
に

も
取
り
組
み
や
す
く
な
り
ま
す
。

　

昨
日
農
研
機
構
を
中
心
と
し
た
タ
マ

ネ
ギ
の
勉
強
会
が
あ
り
ま
し
た
。
村
の

民
産
学
官
の
枠
組
み
の
中
で
県
立
大

学
、
大
潟
村
、
農
協
、
土
地
改
良
区
等

が
入
り
な
が
ら
タ
マ
ネ
ギ
を
中
心
に
研

究
を
三
年
間
行
っ
て
き
ま
し
た
。
今
後

新
た
に
農
研
機
構
が
加
わ
り
、
大
規
模

な
タ
マ
ネ
ギ
の
実
証
圃
と
県
立
大
学

キ
ャ
ン
パ
ス
内
に
県
立
大
学
と
し
て
の

実
証
圃
を
来
年
か
ら
設
置
し
て
い
く
予

定
で
す
。
実
証
圃
で
す
の
で
農
家
の

方
々
の
見
学
が
可
能
で
あ
り
、
今
後
の

営
農
を
考
え
る
上
で
参
考
に
し
て
い
た

だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
ま
た
、
研
究
成

果
に
関
し
て
は
、
今
年
度
ま
で
の
三
年

間
の
研
究
成
果
を
ま
と
め
て
二
月
に
報

告
会
を
行
う
予
定
で
あ
り
、
栽
培
マ

ニ
ュ
ア
ル
に
関
し
て
も
農
家
の
皆
様
に

配
布
で
き
れ
ば
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
取
り
組
み
を
通
じ
て
高
収

益
作
物
が
大
潟
村
に
定
着
し
所
得
向
上

に
繋
げ
て
い
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

ス
マ
ー
ト
農
業
関
連
で
す
が
、
国
で

新
た
な
事
業
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。
土

地
改
良
区
と
一
緒
に
県
に
確
認
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
。
有
効
な
事
業
が
あ
れ

ば
ど
ん
ど
ん
活
用
し
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

　

話
は
戻
り
ま
す
が
来
年
か
ら
事
業
着

手
と
い
う
こ
と
で
予
算
が
当
然
伴
い
ま

す
。
要
望
活
動
を
し
て
お
り
ま
す
が
、

こ
の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
関
連
で

私
達
が
出
向
い
て
行
く
こ
と
が
で
き
な

い
状
況
で
す
が
、
金
田
事
務
所
の
協
力

を
得
な
が
ら
要
望
書
は
主
要
な
各
省
庁

に
配
布
を
し
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま

す
。
引
き
続
き
金
田
先
生
を
通
じ
て
農

水
省
、
財
務
省
へ
の
要
望
を
し
っ
か
り

し
な
が
ら
来
年
度
の
予
算
確
保
に
繋
げ

て
事
業
着
手
を
目
指
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
金
田
先
生
に
は
大
変
お
世

話
に
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
大
潟
村

の
状
況
を
ご
理
解
い
た
だ
い
て
ご
支
援

を
ど
う
か
お
願
い
し
ま
す
。

　

今
、
総
理
大
臣
の
選
出
で
秋
田
出
身

の
菅
官
房
長
官
が
第
一
候
補
に
な
っ
て

お
り
ま
す
。
秋
田
県
出
身
者
が
総
理
大

臣
に
就
任
す
る
の
は
初
め
て
に
な
る
の

で
大
変
期
待
し
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
大

き
な
事
業
を
行
う
に
は
、
国
の
予
算
制

度
を
活
用
し
ま
す
が
、
そ
う
し
た
お
り

に
は
最
大
限
秋
田
県
の
人
脈
を
生
か
し

て
や
っ
て
い
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
私
事
で
あ
り
ま
す
が
先
の
村

長
選
で
再
選
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
今

後
四
年
間
お
世
話
に
な
り
ま
す
の
で
、

ど
う
か
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　

土
地
改
良
区
の
ご
発
展
と
皆
様
の
経

営
が
益
々
ご
発
展
す
る
こ
と
を
祈
念
い

た
し
ま
し
て
、
挨
拶
に
代
え
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

　

本
日
は
、
誠
に
お
め
で
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。

来

賓

祝

辞

大
潟
村
長
　

髙

橋

浩

人

　

お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
を
講
じ
な
が

ら
の
総
代
会
で
す
が
、
無
事
に
開
催
さ

れ
ま
し
た
こ
と
お
慶
び
申
し
上
げ
ま

す
。

　

今
年
は
長
雨
が
あ
り
農
作
物
の
栽
培

を
心
配
し
て
い
ま
し
た
が
、
稲
作
は
豊

作
基
調
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま

す
。
こ
の
後
台
風
が
こ
な
い
こ
と
を

祈
っ
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
国
営
事
業
が
来
年
度
の
事
業

着
手
へ
進
ん
で
い
ま
す
。
今
野
理
事
長

か
ら
説
明
が
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
農

家
へ
の
説
明
は
来
年
の
一
月
以
降
か
ら

始
ま
り
ま
す
が
、
農
水
省
内
の
本
省
審

査
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
中
で
計
画
変

更
す
る
可
能
性
が
あ
り
農
家
へ
の
説
明

を
控
え
て
く
だ
さ
い
と
い
う
こ
と
を
言

わ
れ
て
お
り
ま
す
。
総
代
の
皆
様
も
こ

の
こ
と
を
ご
理
解
の
上
、
最
寄
り
の
農

家
さ
ん
に
聞
か
れ
た
と
き
に
は
話
を
し

て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

　

国
営
事
業
の
負
担
割
合
が
決
ま
り
ま

し
て
、
国
が
七
九
・
三
三
％
、
県
が

一
二
％
、
村
が
六
％
、
農
家
が
二
・

六
七
％
に
な
り
ま
し
た
。
二
十
二
年
間

の
工
事
が
終
わ
っ
て
か
ら
、
二
年
据
え

置
き
の
十
五
年
払
い
と
な
り
ま
す
。
概

ね
十
五
ha
換
算
で
年
間
九
万
六
千
円
利

子
無
し
と
な
り
ま
す
。
そ
の
頃
に
は
、

毎
年
の
施
設
補
修
費
が
か
な
り
減
り
ま

す
の
で
、
最
終
的
な
農
家
負
担
は
あ
ま

り
か
か
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
い
ず
れ

長
い
工
事
に
な
り
ま
す
が
パ
イ
プ
ラ
イ
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新
任
の
ご
あ
い
さ
つ

　
　
秋
田
県
農
林
水
産
部
　
農
山
村
振
興
課
長阿

　
部
　
浩
　
樹

　

大
潟
土
地
改
良
区
の
役
員
並
び
に
組

合
員
の
皆
様
に
は
、
日
頃
よ
り
農
業
農

村
整
備
事
業
の
推
進
に
格
別
の
ご
理
解

と
ご
協
力
を
賜
り
、
厚
く
お
礼
申
し
上

げ
ま
す
。

　

こ
の
四
月
か
ら
、
ほ
場
整
備
、
か
ん

が
い
排
水
、
防
災
減
災
事
業
な
ど
農
業

農
村
整
備
事
業
の
調
査
計
画
、
多
面
的

機
能
の
維
持
・
発
揮
を
図
る
た
め
の
日

本
型
直
接
支
払
制
度
、
中
山
間
地
域
農

業
及
び
地
域
振
興
を
所
掌
す
る
農
山
村

振
興
課
長
を
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
て

お
り
ま
す
。

　

私
は
、
昭
和
六
十
二
年
に
秋
田
県
職

員
（
農
業
土
木
職
）
に
採
用
さ
れ
、
今

年
五
十
六
歳
と
な
り
ま
す
が
、
同
じ
年

月
を
歩
ん
で
き
た
大
潟
村
の
広
大
な
大

地
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
農
村
を
彷
彿
さ

せ
、
私
の
生
ま
れ
育
っ
た
中
山
間
地
域

の
そ
れ
と
は
あ
ま
り
に
も
違
い
、
一
種

の
憧
れ
を
抱
い
て
い
た
よ
う
に
記
憶
し

て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
大
規
模
水
稲
単
作
経
営
を
中

心
と
し
た
大
潟
村
農
業
が
、
ス
マ
ー
ト

農
業
へ
の
取
組
等
な
ど
に
よ
る
生
産
性

の
向
上
や
、
無
落
水
田
植
え
等
の
節
水

型
農
業
の
実
現
に
よ
る
水
質
保
全
、
田

ん
ぼ
ダ
ム
の
取
組
等
に
よ
る
防
災
対
策

な
ど
を
図
り
な
が
ら
、
幾
多
の
困
難
を

乗
り
越
え
て
持
続
的
に
発
展
し
て
き
た

こ
と
に
対
し
、
深
く
敬
意
を
表
す
る
次

第
で
す
。

　

さ
て
、
令
和
三
年
度
国
の
概
算
要
求

に
は
、
大
潟
土
地
改
良
区
の
管
理
す
る

幹
線
用
排
水
路
九
十
七
㎞
の
改
修
な
ど

を
行
う
「
国
営
か
ん
が
い
排
水
事
業　

八
郎
潟
地
区
」
の
事
業
着
手
が
盛
り
込

ま
れ
、
干
拓
事
業
完
工
か
ら
四
十
有
余

年
の
歳
月
を
経
て
、
県
営
事
業
で
実
施

す
る
各
ほ
場
へ
配
水
す
る
小
用
水
路
の

整
備
と
併
せ
て
、
再
び
大
規
模
な
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
が
動
き
出
そ
う
と
し
て
お
り

ま
す
。

　

八
郎
潟
地
区
土
地
改
良
事
業
促
進
協

議
会
に
お
い
て
策
定
し
た
グ
ラ
ン
ド
デ

ザ
イ
ン
で
は
、
老
朽
化
し
た
農
業
水
利

施
設
の
整
備
や
水
質
保
全
機
能
の
増
進

に
と
ど
ま
ら
ず
、
タ
マ
ネ
ギ
な
ど
高
収

益
作
物
の
導
入
に
よ
る
農
業
・
農
村
の

所
得
向
上
を
図
る
と
さ
れ
て
お
り
ま
す

の
で
、
国
・
県
営
事
業
の
推
進
を
契
機

と
し
て
、
県
で
推
し
進
め
て
い
る
複
合

型
生
産
構
造
へ
の
転
換
の
大
規
模
モ
デ

ル
と
し
て
、
大
潟
村
農
業
が
県
内
は
も

と
よ
り
、
国
内
農
業
の
牽
引
役
と
し
て

発
展
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
お
り
ま

す
。

　

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
広
大
な
干
拓

地
の
農
地
及
び
水
利
施
設
の
管
理
等
を

担
っ
て
い
る
大
潟
土
地
改
良
区
の
皆
様

の
益
々
の
ご
発
展
と
ご
健
勝
を
お
祈
り

申
し
上
げ
、
新
任
の
挨
拶
と
し
ま
す
。

ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま

す
。

水
み ど り

土里ネット大潟
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恵
み
や
潤
い
の
あ
る
〝
わ
が
み
ず
う
み
〞
の

実
現
を
目
指
し
て

秋
田
県
生
活
環
境
部
　
八
郎
湖
環
境
対
策
室
長村

　
上
　
　
　
旬

　

大
潟
土
地
改
良
区
の
皆
様
に
は
、
日

頃
よ
り
八
郎
湖
の
水
質
保
全
対
策
に
つ

い
て
、
多
大
な
る
ご
理
解
と
ご
協
力
を

い
た
だ
き
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。

　

昨
年
四
月
に
八
郎
湖
環
境
対
策
室
長

に
就
任
し
、
今
年
で
二
年
目
と
な
り
ま

す
。初
め
て
の
室
勤
務
で
あ
り
ま
す
が
、

昨
年
度
は
第
三
期
湖
沼
水
質
保
全
計
画

（
以
下
、「
第
三
期
計
画
」
と
い
う
。）

の
策
定
に
携
わ
る
と
と
も
に
、
現
在
は

計
画
に
定
め
る
新
し
い
対
策
に
取
り
組

む
な
ど
、
重
責
を
感
じ
な
が
ら
業
務
に

当
た
っ
て
お
り
ま
す
。

　

さ
て
、
八
郎
湖
に
つ
い
て
は
、
指
定

湖
沼
に
指
定
さ
れ
た
平
成
十
九
年
以

降
、
発
生
源
対
策
等
に
よ
り
、
八
郎
湖

へ
流
入
す
る
汚
濁
負
荷
量
の
削
減
は

徐
々
に
進
ん
で
い
る
も
の
の
、
水
質
は

横
ば
い
傾
向
が
続
い
て
お
り
、
天
候
次

第
で
は
ア
オ
コ
の
異
常
発
生
が
懸
念
さ

れ
る
状
況
で
す
。
こ
の
た
め
、
第
三
期

計
画
で
は
、
第
二
期
計
画
で
有
効
性
が

確
認
さ
れ
た
水
質
保
全
対
策
を
継
承
し

つ
つ
、
新
し
い
技
術
を
活
用
し
た
対
策

を
盛
り
込
む
な
ど
、
水
質
保
全
対
策
を

一
層
強
化
し
て
推
進
し
て
い
く
こ
と
と

し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
大
潟
村
は
全
域
が
湖
沼
水
質

保
全
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
流
出
水
対

策
地
区
に
指
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、「
流

出
水
対
策
推
進
計
画
（
第
三
期
）」
が

第
三
期
計
画
と
と
も
に
策
定
さ
れ
て
お

り
、
村
内
に
お
け
る
水
質
保
全
型
農
業

等
の
推
進
な
ど
、
流
出
水
の
水
質
改
善

の
た
め
の
具
体
的
方
策
が
求
め
ら
れ
て

い
ま
す
。
実
際
に
、
村
内
で
は
「
濁
水

の
流
出
防
止
」
や
「
幹
線
排
水
路
で
の

外
来
魚
捕
獲
と
魚
粉
化
」、「
節
水
か
ん

が
い
の
実
施
」
等
の
多
様
な
取
組
が
実

践
さ
れ
て
お
り
、
皆
様
の
日
頃
か
ら
の

ご
努
力
に
感
謝
い
た
し
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
八
郎
湖
へ
流
入
す

る
汚
濁
負
荷
量
の
四
〜
五
割
は
農
業
排

水
由
来
で
あ
り
、
水
質
改
善
に
は
そ
の

負
荷
を
更
に
削
減
し
て
い
く
必
要
が
あ

り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
取
組
を
進
め
て
き

た
無
代
か
き
栽
培
等
に
加
え
、
第
三
期

計
画
で
は
、
新
た
に
Ｇ
Ｎ
Ｓ
Ｓ
自
動
操

舵
田
植
機
に
よ
る
無
落
水
移
植
栽
培
に

つ
い
て
も
目
標
値
を
設
定
し
て
、
普
及

拡
大
を
図
っ
て
い
く
こ
と
と
し
て
お
り

ま
す
の
で
、
皆
様
に
は
率
先
し
た
取
組

を
期
待
し
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
来
年
度
か
ら
着
工
予
定
の
国

営
か
ん
が
い
排
水
事
業
に
つ
い
て
も
、

老
朽
化
し
た
農
業
用
利
水
施
設
の
更

新
、
改
修
に
止
ま
ら
ず
、
八
郎
湖
の
水

質
保
全
に
資
す
る
事
業
と
な
る
よ
う
、

国
に
働
き
か
け
て
参
り
ま
す
。

　

県
と
し
ま
し
て
は
、
第
三
期
計
画
を

着
実
に
推
進
し
て
八
郎
湖
の
水
質
改
善

や
生
態
系
の
保
全
な
ど
を
図
り
、
八
郎

湖
の
長
期
ビ
ジ
ョ
ン
で
あ
る
「
恵
み
や

潤
い
の
あ
る〝
わ
が
み
ず
う
み
〞」
の

実
現
を
目
指
し
て
参
り
ま
す
の
で
、
今

後
も
引
き
続
き
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

水
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第
116
回

◎
報
告
議
案
　
第
一
号　

国
営
土
地
改
良
事

業
「
八
郎
潟
地
区
」
に
つ
い
て

◎
議
案
　
第
一
号　

令
和
元
年
度
事
業
報
告

に
つ
い
て

◎
議
案
　
第
二
号　

令
和
元
年
度
一
般
会
計

収
支
決
算
に
つ
い
て

◎
議
案
　
第
三
号　

令
和
元
年
度
財
産
目
録

に
つ
い
て

◎
議
案
　
第
四
号　

総
代
の
書
面
に
よ
る
議

決
権
行
使
導
入
に
つ
い
て

◎
議
案
　
第
五
号　

大
潟
土
地
改
良
区
定
款

の
一
部
改
正
に
つ
い
て

◎
議
案
　
第
六
号　

大
潟
土
地
改
良
区
規
約

の
一
部
改
正
に
つ
い
て

◎
議
案
　
第
七
号　

令
和
２
年
度
一
般
会
計

（
第
一
回
）
補
正
予
算
に
つ
い
て

◎
議
案
　
第
八
号　

全
国
土
地
改
良
事
業
団

体
連
合
会
へ
の
加
入
に
つ
い
て

　
第
一
一
六
回
臨
時
総
代
会
は
令
和
二
年
九
月
四
日
、

ホ
テ
ル
サ
ン
ル
ー
ラ
ル
大
潟
で
総
代
七
十
八
名
出
席

の
も
と
に
開
会
、
理
事
長
挨
拶
に
続
き
、
ご
来
賓
の

髙
橋
大
潟
村
長
の
祝
辞
を
い
た
だ
い
た
あ
と
、
議
長

に
大
潟
村
の
菊
地
幸
彦
総
代
を
選
任
し
議
事
が
進
め

ら
れ
、
提
案
さ
れ
た
議
案
を
原
案
ど
お
り
可
決
し
閉

会
し
ま
し
た
。

臨
時
総
代
会
報
告

議

案

一

覧

❻
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2 工事施工の状況

本年度工事の工程及び施工方法

維持管理事業

イ　 用水取入口については、計画水量を確保するとともに、通常維持管理（機器点検、整備等）を7,773,150円
にて行い機能維持に万全を期した。

ロ　幹線用水路については、用水路の補改修工事等を19,746,422円にて行い機能維持と用水確保に努めた。
ハ　小用水路については、用水路の補改修工事、布設替等を74,866,310円にて行い機能維持と用水確保に努めた。
ニ　 支線排水路、小排水路については、排水路整備や堤防キャッチ整備等を20,766,801円（支線排水路2,693,039
円、小排水路18,073,762円）にて行った。

ホ　農道については、トラクターによる農道隣接敷草刈と堤防農道入口部草刈等を3,547,321円にて行った。
ヘ　 用水管理については、用水路沿草刈作業の他、水管理人８名を雇用し用水の円滑な配水に努め22,510,868
円にて行った。

ト　調査については、小用水路測量作業及び排水路調査等を740,098円にて行った。

令和元年度 事 業 報 告

維持管理すべき土地改良財産及び支出の状況

種　　　目 施　　設　　名 施　設　規　模 令和元年度支出額（円）
樋 門 用 水 取 入 口 19箇所 7,773,150
水 路 幹 線 用 水 路 93.7km 19,746,422
水 路 小 用 水 路 450.3km 74,866,310
水 路 支 線 排 水 路 108.6km 2,693,039
水 路 小 排 水 路 520.7km 18,073,762
農 道 農 道 435.7km 3,547,321
用 水 管 理 22,510,868
調 査 740,098

計 149,950,970

　土地改良施設の維持管理については、施設管理規程に基づく補改修を行い用排水の調整について、水管理人・
水系委員会並びに八郎潟基幹施設管理事務所と連携を密にし万全を期した。

土地改良施設の維持管理1

3 農業基盤整備促進事業等の状況

年　度 令和元年度

事業量
区画拡大　 90ha
暗渠排水　392ha

農業用用排水施設整備　１式
事業費 556,126,000円

　水田の区画拡大や暗渠排水整備等の基盤整備を農業者の自力
施工等を活用し、迅速かつきめ細かな農地・農業水利施設等の
整備を実現し、生産効率の向上と農業競争力の強化を図るため
の団体営事業を実施しており、その内訳は次のとおりである。

4 八郎潟干拓基幹施設維持管理事業（国営造成施設県管理費補助）の状況

地 区 名 八郎潟

対 象 施 設 防潮水門、南部排水機場、北部排水機場、方口排水機場
浜口機場、幹線排水路

令和元年度事業費
（H30年度繰越含む）

617,946,000円 (他に40,000,000円を次年度へ繰越)
(内訳)
委託費･電力料等:364,557,000円､整備費:253,389,000円

負 担 割 合 国40%､ 県30%､ 地元30%
令和元年度分担金 192,667,809円 (他に12,000,000円を次年度へ繰越)

　国営八郎潟干拓事業で造成さ
れた農用地に農業用水を供給
し、中央干拓地からの排水並び
に八郎湖の淡水化を行う為の基
幹施設の維持管理事業を継続実
施している。
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令和元年度　一般会計収支決算
【収入の部】 単位（円）【支出の部】 単位（円）

款 決  算  額 予  算  額 比較増減 款 決  算  額 予  算  額 比較増減

１ 土地改良事業収入 431,699,984 431,938,000 △ 238,016 １ 土地改良事業費 714,556,711 708,234,000 6,322,711

２ 附帯事業収入 332,906 229,000 103,906 ２ 一般管理費 90,816,966 96,651,000 △ 5,834,034

３ 特定資産運用収入 750 1,000 △ 250 ３ 負 担 金 193,193,809 207,164,000 △ 13,970,191

４ 補助金等収入 591,176,000 554,800,000 36,376,000 ４ 業務受託費 4,740,821 5,247,000 △ 506,179

５ 寄付金収入 0 1,000 △ 1,000 ５ その他の支出 0 1,000 △ 1,000

６ 受託料収入 4,740,821 5,247,000 △ 506,179 ６ 借入金返済支出 0 2,000 △ 2,000

７ 雑 収 入 1,003,450 714,000 289,450 ７ 固定資産取得支出 2,485,480 2,791,000 △ 305,520

８ 借入金収入 0 2,000 △ 2,000 ８ 積立金繰出支出 45,993,000 45,994,000 △ 1,000

９ 積立金取崩収入 0 3,000 △ 3,000 ９ 予 備 費 0 9,532,000 △ 9,532,000

10 固定資産売却収入 0 1,000 △ 1,000

11 繰 越 金 82,680,124 82,680,000 124

収入合計 1,111,634,035 1,075,616,000 36,018,035 支出合計 1,051,786,787 1,075,616,000 △ 23,829,213

差引残高  59,847,248円  次年度へ繰越

財務状況の公表

賦課金徴収状況

　皆様のご協力により賦課金は令和元年度まで
はすべて納入されておりますが、令和２年度第
１期分の61,869円が未納となっております。
　未収賦課金は納期限の翌日から年14.5％を乗
じた延滞金が加算されます。どうか早期完納に
ご協力くださるようよろしくお願いいたします。

一般会計  調定額

184,235,494円

※１期分のみ

令和２年度

未納額

 61,869円

徴収率

99.96%

徴収率

99.96%

第116回臨時総代会に先立ち、令和元年度

の決算監査が行われ、総代会に報告された。

監査報告書
（監事の意見書）

　監事は、定款第21条の規定により、土地改良
区の業務、会計及び事業等全般に亙って、中間
監査を令和２年１月23日、24日、27日の３日間、
また決算監査を令和２年６月17日、18日、23日、
24日の４日間を実施したので、その結果を報告
します。
　本土地改良区の令和元年度の運営は、定款、
規約及び諸規程に基づき総代会決議、理事会決
定に従っておおむね良好に執行されており、事
業の推進消化、会計帳簿類の処理等においても
良好に整理され、その内容においても誤りがな
かったことを確認しましたので報告致します。

令和２年９月４日

総括監事　伊　東　堅　悦

監　　事　龍　田　信　治

監　　事　遠　所　進　一

（令和２年11月20日現在）
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令和元年度　財産目録

摘　　　　　要 金　額（円） 摘　　　　　要 金　額（円）

資　産

流　動　資　産 290,045,907

負　債

流　動　負　債 230,198,659 

現金及び預金 20,824,907 未払金 230,198,659 

短期未収金 269,221,000 

固　定　資　産 428,198,224 固　定　負　債 16,882,492 

⑴有形固定資産 111,149,765 職員退職給与引当金 16,882,492 

⑵その他固定資産 317,048,459 

資　産　合　計 718,244,131 負　債　合　計 247,081,151 

正　味　財　産　合　計 471,162,980 

短期未収金：県からの補助金や村からの助成金など。　未払金：３月下旬工期の請負工事代金など。

令和元年度　貸借対照表

Ⅰ　　資　産　の　部
科　目 当年度 前年度 増　減

１　流動資産 290,045,907 886,381,916 △ 596,336,009

　⑴現金及び預金 20,824,907 129,160,935 △ 108,336,028

　⑵短期未収金 269,221,000 757,182,796 △ 487,961,796

　⑶立替金 0 38,185 △ 38,185

２　固定資産 428,198,224 386,686,291 41,511,933

　⑴  有形固定
資産 110,550,149 114,731,408 △ 4,181,259

　　① 山林、宅
地及びそ
の従物

86,439,532 86,439,532 0 

　　② 建物及び
附属設備 15,430,795 17,872,572 △ 2,441,777

　　③ 機械及び
装置 1,104,315 2,547,211 △ 1,442,896

　　④車両運搬具 6 7 △ 1

　　⑤工具器具等 7,575,501 7,872,086 △ 296,585

　⑵  無形固定
資産 599,616 899,424 △ 299,808

　　①ソフトウェア 599,616 899,424 △ 299,808

　⑶  その他　
固定資産 317,048,459 271,055,459 45,993,000

　　① 財政調整
積立金 296,645,967 253,622,967 43,023,000

　　② 職員退職
給与積立金 16,882,492 13,912,492 2,970,000

　　③出資金 3,520,000 3,520,000 0

資産合計 718,244,131 1,273,068,207 △554,824,076

単位（円）

Ⅱ　　負　債　の　部
科　目 当年度 前年度 増　減

１　流動負債 230,198,659 803,701,792 △ 573,503,133

　⑴未払金 230,198,659 803,172,174 △ 572,973,515

　⑵預り金 0 529,618 △ 529,618

２　固定負債 16,882,492 76,043,492 △ 59,161,000

　⑴職員退職
給与引当金 16,882,492 13,912,492 2,970,000

　⑵修繕引当金 0 62,131,000 △ 62,131,000

負債合計 247,081,151 879,745,284 △632,664,133

Ⅲ　　正　味　財　産　の　部
１　指定正味
　　財産 0 0 0

２　一般正味
　　財産 471,162,980 393,322,923 77,840,057

正味財産合計 471,162,980 393,322,923 77,840,057

負債及び
正味財産合計 718,244,131 1,273,068,207 △554,824,076
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令和元年度　正味財産増減計算書
【一般会計】 単位（円）

科　　　　　目 当年度 前年度 増　減

Ⅰ　一般正味財産増減の部

　1　経常増減の部

　　  ⑴経常収入 1,028,953,911 1,509,121,730 △ 480,167,819

　　　1　土地改良事業収入 431,699,984 431,142,842 557,142

　　　2　附帯事業収入 332,906 6,709,300 △ 6,376,394

　　　3　特定資産運用収入 750 750 0 

　　　4　補助金等収入 591,176,000 1,061,769,000 △ 470,593,000

　　　5　受託料収入 4,740,821 8,075,599 △ 3,334,778

　　　6　雑収入 1,003,450 1,424,239 △ 420,789

　　 ⑵経常支出 951,113,850 1,526,736,152 △ 575,622,302

　　　1　土地改良事業費 672,636,711 1,216,725,979 △ 544,089,268

　　　2　一般管理費（減価償却費含む） 97,783,509 92,468,806 5,314,703

　　　3　負担金（修繕引当金含む） 172,982,809 206,824,768 △ 33,841,959

　　　4　業務受託費 4,740,821 8,075,599 △ 3,334,778

　　　5　その他の支出 2,970,000 2,641,000 329,000

　　当期経常増減額 77,840,061 △ 17,614,422 95,454,483

　2　経常外増減の部

　　  ⑴経常外収入 0 0 0 

　　  ⑵経常外支出 4 0 4

　当期経常外増減額 △ 4 0 △ 4

　当期一般正味財産増減額 77,840,057 △ 17,614,422 95,454,479

　一般正味財産期首残高 393,322,923 410,937,345 △ 17,614,422

　一般正味財産期末残高 471,162,980 393,322,923 77,840,057

Ⅱ　指定正味財産増減の部 0 0 0

Ⅲ　正味財産期末残高 471,162,980 393,322,923 77,840,057

大潟土地改良区定款の一部改正
第13条の２ 　やむを得ない理由のため、総代会に出席することができない総代は、あらかじめ通知した事項

について、書面により議決権を行うことができる。
　２ 　書面により議決権を行おうとする総代は、あらかじめ通知のあった事項について、書面にそれぞ
れ賛否を記載し、これに署名又は記名押印の上、総代会の会日の前日（通知で別に定めたときは、
その日時）までにこの土地改良区に提出してしなければならない。

大潟土地改良区規約の一部改正
第11条　２　議長は、書面による議決を加えて、採決の結果を宣言する。

第12条　２ 　委員会の委員は、総代会において出席した総代（書面をもって議決権を行う者を除く。）のうち
から選任する。

令和２年度９月４日開催第116回臨時総代会において、「総代の書面による議決権行使」
を導入するため定款及び規約の一部改正を行いました。内容は次のとおりです。

水
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【支出の部】 単位（千円）

款 項 目 科　　目 補正予算額 既決予算額 既決予算額比 付　　　　　記

1 土 地 改 良 事 業 費 1,227,530 1,227,530

2 一 般 管 理 費 97,080 94,909 2,171

1 運 営 事 務 費 支 出 97,080 94,909 2,171

1 ～ 4　  略 59,900 59,900

5 　 　  賃金 4,067 2,227 1,840 臨時職員１名増

6～ 15   略 15,629 15,629

16 　　   法定福利費 8,856 8,561 295 臨時職員１名増

17 ～ 18   略 1,642 1,642

19 　　  研修及び厚生費 2,208 2,172 36 臨時職員１名増

20 ～ 24   略 4,778 4,778

3 負 担 金 197,247 197,247

4 業 務 受 託 費 4,325 4,325

5 そ の 他 の 支 出 1 1

6 借 入 金 返 済 支 出 2 2

7 固 定 資 産 取 得 支 出 2,533 2,533

8 積 立 金 繰 出 支 出 43,061 31,955 11,106

1 財政調整積立金繰出支出 40,306 29,200 11,106

1 財政調整積立金 40,306 29,200 11,106

2 職員退職給与引当積立金
繰出支出 2,754 2,754

3 出資金繰出支出 1 1

9 予 備 費 10,000 10,000

支　出　合　計 1,581,779 1,568,502 13,277

令和２年度　一般会計（第１回）補正予算書
【収入の部】 単位（千円）

款 項 目 科　　目 補正予算額 既決予算額 既決予算額比 付　　　　　記

1 土 地 改 良 事 業 収 入 434,750 434,750

2 附 帯 事 業 収 入 389 389

3 特 定 資 産 運 用 収 入 1 1

4 補 助 金 等 収 入 1,081,633 1,081,633

5 寄 付 金 収 入 1 1

6 受 託 料 収 入 4,325 4,325

7 雑 収 入 827 827

8 借 入 金 収 入 2 2

9 積 立 金 取 崩 収 入 3 3

10 固 定 資 産 売 却 収 入 1 1

11 繰 越 金 59,847 46,570 13,277

1 前年度繰越金 59,847 46,570 13,277

1 前年度繰越金 59,847 46,570 13,277

収　入　合　計 1,581,779 1,568,502 13,277

水
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並びに令和２年度事業計画及び予算

報告案件第９号 令和元年度農業基盤整備促進事業

等決算

報告案件第10号 令和元年度予備費充用並びに予算

流用結果

報告案件第11号 令和元年度取水量報告

報告案件第12号 水管理人辞退に伴う令和２年度水

管理体制

報告案件第13号 令和２年度通水前補修（緊急補修）結果

報告案件第14号 補改修工事の検査結果

報告案件第15号 令和２年度管理委員並びに水系委

員長選出結果

報告案件第16号 令和２年度補改修工事の発注結果

報告案件第17号 令和２年度嘱託職員及び臨時職員

の雇用結果

報告案件第18号 国営八郎潟地区「水管理システム」

報告案件第19号 令和２年度水質保全計画策定等業

務委託と令和元年度実績

報告案件第20号 令和２年度水利施設整備事業の採

択結果

案　　件第１号 国営土地改良事業「八郎潟地区」

地元負担に係る大潟村との協議

案　　件第２号 令和元年度事業報告

第１回理事会案件　令和２年４月８日

案　　件第１号 農業基盤整備促進事業等に係る土

地改良事業団体連合会への業務委

託契約

第２回理事会案件　令和２年６月12日

報告案件第１号 業務概要

報告案件第２号 組合員資格得喪の処理結果

報告案件第３号 賦課金徴収状況

報告案件第４号 令和元年度第２回八郎潟地区土地

改良事業促進協議会（書面議決）

報告案件第５号 令和２年度国営造成施設管理体制

整備促進事業計画推進事業の業務

受託結果

報告案件第６号 大潟村大潟地域農地・水・環境保

全管理協定運営委員会からの委託

事務に係る受託契約締結結果

報告案件第７号 土地改良区施設用地の一時使用願い

（ソーラースポーツライン駐車場）に

対する承諾結果

報告案件第８号 令和元年度多面的機能支払事業決算

令和２年度

理 事 会 報 告
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大潟耕作５期地区（農業者施工）

に係る契約締結

案　　件第５号 定額・定率助成に係る令和３年度

要望量調査

案　　件第６号 全国土地改良事業団体連合会への加入

案　　件第７号 固定資産の取得

案　　件第８号 令和２年度国営農業水利事業東北

協議会総会開催

案　　件第９号 令和２年度第１回大潟地区管理体

制整備推進協議会開催

案　　件第10号 令和元年度決算監査報告書

第４回理事会案件　令和２年８月７日

報告案件第１号 業務概要

報告案件第２号 賦課金徴収状況

報告案件第３号 組合員資格得喪の処理結果

報告案件第４号 中央幹線排水路の他目的使用に対

する回答結果

報告案件第５号 国営造成水利施設ストックマネジ

メント推進事業馬場目川下流地区

サイホン管対策工法試験効果観測

評価業務報告

報告案件第６号 令和２年度幹線用水路、小用水路、

農道関係の補改修要望に係る管理

委員会からの答申

案　　件第１号 総代会における書面議決導入検討

案　　件第２号 第116回臨時総代会の開催日時と

提出議案

案　　件第３号 「スマート農業導入推進型」のＲ

３年度予算要求

案　　件第４号 国営関連事業

案　　件第５号 共有地の代表者選任等

案　　件第６号 令和元年度決算監査報告書に対す

る回答

案　　件第７号 農地転用

第５回理事会案件　令和２年８月20日

報告案件第１号 業務概要

案　　件第１号 総代の書面による議決権行使導入

案　　件第３号 令和元年度一般会計収支決算

案　　件第４号 令和元年度財産目録

案　　件第５号 令和２年度一般会計（第１回）補

正予算

案　　件第６号 大潟土地改良区就業規則の一部改正

案　　件第７号 大潟土地改良区嘱託就業規則の一

部改正

案　　件第８号 大潟土地改良区臨時職員就業規則

の一部改正

案　　件第９号 令和３年度国営造成施設県管理費

補助事業の概算要求と令和２年度

実施計画

案　　件第10号 令和２年度補改修要望の取りまとめ

案　　件第11号 令和２年度農道切下げその他工事

案　　件第12号 令和２年度余剰水縮減の巡視

案　　件第13号 令和２年度定額助成に係る労務及

び機械単価

案　　件第14号 パソコン等の購入計画変更

案　　件第15号 備品（パソコン、プリンター）の購入

案　　件第16号 令和２年度役員研修

第３回理事会案件　令和２年７月10日

報告案件第１号 業務概要

報告案件第２号 組合員資格得喪の処理結果

報告案件第３号 国営土地改良事業「八郎潟地区」地

元負担に係る大潟村との協議結果

報告案件第４号 固定資産等現状調査結果

報告案件第５号 令和２年度補改修工事の発注結果

報告案件第６号 令和２年度水質調査（４月・５月）結果

報告案件第７号 令和２年度補改修要望の取りまと

め結果

報告案件第８号 令和２年度臨時職員の雇用結果

報告案件第９号 令和２年度農業基盤整備促進事業

等に係る採択結果

案　　件第１号 八郎潟干拓基幹施設維持管理事業に

おける「大潟村の適正な負担割合」

案　　件第２号 令和２年度第１回管理委員会開催

並びに諮問事項

案　　件第３号 職員採用試験日程

案　　件第４号 令和２年度農地耕作条件改善事業
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案　　件第２号 大潟土地改良区定款の一部改正

案　　件第３号 大潟土地改良区規約の一部改正

案　　件第４号 第116回臨時総代会の提出議案変更

追加案件第５号 中央幹線排水路の他目的使用（日

程変更）

第６回理事会案件　令和２年９月７日

報告案件第１号 業務概要

報告案件第２号 賦課金徴収状況

追加報告案件第３号 補改修工事の検査結果

案　　件第１号 令和２年度補改修要望に係る理事

会検討事項

案　　件第２号 令和２年度小用水路布設替その他

工事の発注

案　　件第３号 令和２年度定額助成（暗渠排水・

区画拡大）工事の発注

案　　件第４号 西部側取水口水門巻上機塗装整備

案　　件第５号 令和２年度役員研修

第７回理事会案件　令和２年10月８日

報告案件第１号 業務概要

報告案件第２号 賦課金徴収状況

報告案件第３号 令和２年度補改修工事の発注結果

報告案件第４号 定額・定率助成に係る令和３年度

要望量調査結果

報告案件第５号 令和２年度余剰水巡視結果

追加報告案件第６号 八郎潟干拓基幹施設維持管理事業

における「大潟村の適正な負担割合」

に対する秋田県からの回答結果

案　　件第１号 令和２年度幹線用水路漏水補修

案　　件第２号 多面的機能支払事務受託体制

案　　件第３号 国営事業の同意徴収方法

案　　件第４号 備品購入等

第８回理事会案件　令和２年11月６日

報告案件第１号 業務概要

報告案件第２号 賦課金徴収状況

報告案件第３号 組合員資格得喪の処理結果

報告案件第４号 臨時職員の雇用結果

報告案件第５号 農業基盤整備促進事業等負担金の

賦課額調定結果

案　　件第１号 大潟土地改良区工事執行規程の一

部改正

案　　件第２号 大潟土地改良区就業規則の一部改正

案　　件第３号 大潟土地改良区臨時職員就業規則

の一部改正

案　　件第４号 令和２年度金物関係補修

案　　件第５号 令和２年度小用水路付帯施設補修

案　　件第６号 令和２年度用水路その他小補修

案　　件第７号 令和２年度すべり補修

案　　件第８号 令和２年度湧水処理試験工事

案　　件第９号 令和２年度定額助成（暗渠排水）

の農業者施工報告

案　　件第10号 土地改良施設用地に係る他目的使

用（施設管理）の契約

案　　件第11号 令和２年度第２回管理委員会開催

並びに諮問事項

案　　件第12号 小用水路測量結果
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土地改良施設内に不
法投棄されたゴミを
処理

１回処理済み

国営造成施設管理体制整備促進事業の活動報告
計画推進事業

　田んぼダム実施啓発用、水難事故防止啓発用、
ゴミ不法投棄防止啓発用のぼり旗を製作し設置

　蛍光ペンを製作し小学生などへ配布

　協定に基づき関係する大潟村の７自治会が草刈を実施 　水質浄化効果のあるマコモを
Ｅ１取水口に植栽（18名参加）

のぼり旗製作

住宅地を流下する幹線用水路沿いの草刈

Ｒ２.７.８　第１回幹事会開催（４名出席）
Ｒ２.７.９　第１回役員会開催（２名出席）
Ｒ２.７.22　第１回協議会開催（16名出席）

年度内に第２回目の会議を開催予定

会議関係 ゴミ処理

蛍光ペン製作

マコモの植栽

出前授業・施設見学会
　大潟小学校４年生を対象に実施
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編集後記 　新型コロナウイルス感染症の流行は収まる気配が見えません。皆様は最近どのように過ごして
いますか。私は外出の頻度も減ってしまい、家の中で過ごすことが多くなっています。収束した
ら色々旅行したいと思っています。
　来年４月からは新しい職員が仲間に加わる予定です。国営事業も動き出す予定で忙しくなりま
す。貴重な戦力として一緒に仕事ができることを楽しみにしています。

か
な
や

ま
こ
と

ま
こ
と

事業課、多面的機能支払担当にも直通電話がありますので
ご利用ください。（担当者へ用件がスムーズに伝わります）

電 話 番 号 業　　務　　内　　容

事業課 ４５－２５２３

・ 用水路、農道、排水路などの土地改良
施設に関すること
・通水及び排水に関すること
・補改修要望に関すること
・ 用水路布設替などの工事に関すること  など

多面的
支　払
担　当

２２－４５５０

・ 共同活動（農道路肩の草刈り・農道砕
石補修）に関すること
・  活動状況撮影用のデジカメ貸し出しに
関すること
・防風林の草刈りに関すること
・支払証明書に関すること  など

定　額
助　成
担　当

４７－７８００ ・ 暗渠排水、区画拡大に関すること  など

総務課 ４５－２１１８ 上記以外の業務全般

手続きのお願い
組合員の資格等に変更があった場合、届出が必要です。

（組合員資格得喪通知書の届出）

　資格を取得し又は喪失した場合は農業委員会の許可
を経て速やかに土地改良区に届出してください。

　土地改良施設である支線排水路付近での野焼き
（もみ殻焼き）は、埋設管（放水管）に火が燃え
移ることにより、村道、農道の陥没を引き起こす
など重大な事故へ繋がる危険な行為ですので、絶
対に行わないでください。
　また、維持管理上も本来必要のない工事を経費
をかけて行わなければならず、非常に支障をきた
しています。
　土地改良施設での野焼き（もみ殻焼き）を見かけ
たら消防、警察または土地改良区へご一報ください。

土地改良区管理施設へ
　土地改良区では毎年不法投棄されたゴミを処理しています。
　国営造成施設管理体制整備促進事業において、ゴミ捨て防止
対策ののぼり旗を製作し設置しておりますが、残念ながら、さ
まざまな場所で心ない人により古家電、古タイヤ等が不法に捨
てられております。不法投棄には厳しく対応をしており、今年
は不法投棄した人が警察に検挙される事案が発生しました。不
法投棄は絶対にしないで下さい。
　景観と自然を守るため不法投棄を見たら直ぐ警察または土地
改良区（電話0185－45－2118）へご一報下さい。

ゴミを捨てないで!!

土地改良施設での野焼き（もみ殻焼き）禁止!!

直 通 電 話 について

◆農地の移動（売買、賃貸借、交換等）があった場合
◆生前一括贈与又は死亡により名義変更した場合
※ 死亡により名義変更をされた方で、その後、相
続（所有権者）が別の方に変更となった場合は、
再度届出が必要です。

◆農業者年金等により経営移譲した場合
※ 親から子へ名義変更をされた方で、その後、親
の死亡等により子が所有権者となった
場合は、再度届出が必要です。

◆住所が変わった場合
◆名義が変わった場合
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